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川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年川崎市条例第４２号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第３項及び第１６条第４項中「１００分の１０５」を「１００分の１

０８」に改める。 

別表の１使用料又は利用料金の表駐車場利用料の項中「４００円」を「４１

０円」に改める。 

別表の２手数料の表を次のように改める。 

２ 手数料 

  普通診断書その他の簡易なもの  １，５４０円 

 死亡診断書その他の複雑なもの  ３，０８０円 

生命保険に関する診断書（複雑な 

ものに限る。）その他の特に複雑 

なもの             

４，６２０円 

診断書 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、貸切自動車の運賃及び料金につい

て、消費税率及び地方消費税率の引上相当分の改定を行うため、この条例を制

定するものである。 

 



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、病院の使用料等について、消費税

率及び地方消費税率の引上相当分の改定を行うため、この条例を制定するもの

である。 

上記以外のもの         ９，２４０円 

以内で管理者 

文書料 １件   が定める額 

 通院証明書その他の簡易なもの  １，０２０円 

証明書 

出生証明書その他の複雑なもの  ２，０５０円 

自動車損害賠償責任保険診療報酬 

明細書その他の特に複雑なもの  

４，１１０円 

上記以外のもの         ８，２２０円 

以内で管理者 

が定める額  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例（以下「新条例」という。）別表の１使用料又は利用料金の

表駐車場利用料の項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に駐車場の利用を終了するものについて適用し、施行日前に駐車場の利

用を終了したものについては、なお従前の例による。 

３ 新条例別表の２手数料の表の規定は、施行日前に請求のあったもので施行

日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。 
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 通院証明書その他の簡易なもの  １，０２０円 

証明書 

出生証明書その他の複雑なもの  ２，０５０円 

自動車損害賠償責任保険診療報酬 
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